
事業者の皆様を対象にした無料法律相談
～中堅・若手弁護士による無料法律相談会～

　　　　　　　　　　　主 催 ：東京弁護士会　親和全期会

　　　　　　　　　　　 　　　（代表　弁護士　中村博明）

　　　　　　　　　　　後 援 ：江戸川区
　　 ※親和全期会についてはこちらをご参照ください。

　　　 http://web-shinwa.com/zenki/z-top.html

日　時 ： 平成23年10月1日（土）　午前10時～正午、午後1時～午後4時30分

場　所 ： タワーホール船堀　3階産業振興センター
　　　　　　　　　　東京都江戸川区船堀4-1-1

　　　　　　　　＊　都営新宿線「船堀」駅　徒歩1分

スケジュール：

①　午前10時～正午：無料法律相談（午前の部）

　（正午～午後１時：休憩時間）

②　午後1時～午後4時30分：無料法律相談（午後の部）

（法律相談会の概要）
　東京弁護士会所属の弁護士による無料法律相談会です。

　相談できる方：事業に関わる方（個人事業主，社長，役員，従業員）なら

　　　　　　　　どなたでも結構です。

　テーマ：下記その他の様々なご相談にお答えします。

　　　　＊債権回収　＊債務整理　＊契約関係 ＊借地・借家　＊労働関係

　　　　＊損害賠償（交通事故等）　＊事業承継　＊遺言・相続・遺産分割　その他　

　相談時間：１件あたり30分程度となります。

　　　　　（ご相談の内容や事案等によって若干前後します。）

　　　　 　＊相談に必要と思われる資料等があれば、当日ご持参下さい。
　　　　　 ＊相談担当弁護士に相談案件について依頼することもできます。
　　　　　　　なお、その場合は有料（金額は要ご相談）となります。

　担当弁護士：１件あたり１～２名の若手・中堅の弁護士が担当します。

　申込方法 ： 法律相談を希望される方は、裏面フォームに必要事項を記入
して下記事務所にFAＸするか、電話でお申込み下さい。

〆切り：平成２３年９月２８日（水）

　定員：法律相談５０名　※先着順になります

＊定員を超えた場合に限りご連絡いたしますので当日は会場に直接ご来場下さい。

＊当日申込みも可能ですが、満員の場合にはお断りさせていただく場合があります。

申込先：　栗林総合法律事務所内・江戸川区相談会担当者
電話　０３－３５３９－２５５５

FAX　０３－３５３９－２５５６



－ －

－ －

－ －

（相談内容に○印をご記入下さい。）

□
□
□
□
□
□
□
□
□ その他（相談内容を具体的にお書き下さい。）

□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

（本相談会に対するご要望等を自由にお書き下さい。）

１ ４ ： ０ ０ ～ １ ４ ： ３ ０

お名前

※各相談時間帯の申込みは先着順とさせて頂きます。なお、
満員となった後にお申込み頂いた方には事務局より相談時間
の調整のご連絡を差し上げます。

　（午前の部）

　（午後の部）

（携帯電話）

１ １ ： ３ ０ ～ １ ２ ： ０ ０

１ ３ ： ０ ０ ～ １ ３ ： ３ ０

１ ３ ： ３ ０ ～ １ ４ ： ０ ０

※ご希望の相談時間の５分前には必ずご来場ください。

その他

１ ０ ： ０ ０ ～ １ ０ ： ３ ０

１ ０ ： ３ ０ ～ １ １ ： ０ ０

１ １ ： ０ ０ ～ １ １ ： ３ ０

労 働 関 係

損害賠償（交通事故等）
遺言・相続・遺産分割

１ ４ ： ３ ０ ～ １ ５ ： ０ ０

１ ５ ： ３ ０ ～ １ ６ ： ０ ０

１ ６ ： ０ ０ ～ １ ６ ： ３ ０

栗林総合法律事務所内・江戸川区相談会担当　　　　　　行　　　

弁護士による無料法律相談会

     FAX　０３－３５３９－２５５６

　相談内容

事 業 承 継

債 権 回 収

　申込書（〆切り：平成２３年９月２８日（水））

例）従業員から覚えのない残業代を請求された

契 約 関 係 　例）長年の取引先から突然取引を切られた。

（電話番号）

借 地 ・ 借 家

債務整理・返済交渉

（ＦＡＸ番号）

（メールアドレス）

　例）交通事故の相手から高額な請求をされた。

相談時間（ご希望の時間帯に一つだけ○をつけてください。）

　例）相続でもめない遺言書を作りたい。

　例）家業をうまく息子に継がせたい。

　例）売掛金、貸金を回収したい。

　例）大家から賃料増額を求められた。

　例）借入金の返済等で大変だ。
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